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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通性嫌気性菌である少なくとも乳酸菌群、酵母群、光合成細菌群を主体とする有用微生物
群と、有用微生物群が産生する抗酸化物質の濃縮液と有用微生物群を粘土に混和して熟成
したあと焼成したセラミックスパウダーとを、原料として配合することを特徴とする石鹸
の製造方法。
【請求項２】
通性嫌気性菌である少なくとも乳酸菌群、酵母群、光合成細菌群を含む有用微生物群によ
り発酵処理した有機物や無機物を原料として加え、鹸化率を高め、洗浄力を高めることを
特徴とする請求項１に記載の石鹸の製造方法。
【請求項３】
通性嫌気性菌である少なくとも乳酸菌群、酵母群、光合成細菌群を含む有用微生物群と有
用微生物群が産生する抗酸化物質の濃縮液を粘土に混和して熟成したあと焼成したセラミ
ックスパウダーと、有用微生物群とを、原料として配合すると共に、前記有用微生物群に
より発酵処理した有機物や無機物を原料として加えてなることを特徴とする石鹸。
【請求項４】
通性嫌気性菌である少なくとも乳酸菌群、酵母群、光合成細菌群を含む有用微生物群によ
って原料の発酵・熟成を行うと共に、鹸化率を更に高めるために、有用微生物群が産生す
る抗酸化物質の濃縮液と有用微生物群を粘土に混和して熟成したあと焼成したセラミック
スパウダーを触媒として添加することを特徴とする石鹸の製造方法。
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【請求項５】
通性嫌気性菌である少なくとも乳酸菌群、酵母群、光合成細菌群を含む有用微生物群によ
って原料の発酵・熟成を行うと共に、鹸化率を更に高めるために、有用微生物群が産生す
る抗酸化物質の濃縮液と有用微生物群を粘土に混和して熟成したあと焼成したセラミック
スパウダーを触媒として添加してなることを特徴とする石鹸。
【請求項６】
請求項１、請求項２又は請求項４に記載の方法で製造した石鹸の使用によって、有用な微
生物の増殖を促進し、使用後に自己分解速度を高め水質浄化を促進することを特徴とする
石鹸の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、石鹸の製造過程において有用微生物群とＥＭ・Ｘセラミックスパウダーを添加
することによって油脂の鹸化率を高めると同時に洗浄力を強化するとともに洗浄後の汚水
に有用微生物が増殖し汚水を浄化する石鹸である。
【背景技術】
【０００２】
これまでの水処理技術では、浄化槽や下水処理場へ集約し、処理する方法が行われてきた
が、汚染の主原因は家庭雑排水によるところが大きい。家庭雑排水中には、様々な物質が
含まれているが、中でも洗剤による生態系への悪影響が懸念されている。特に合成洗剤に
含まれる種々の界面活性剤は、下水処理技術の主体となる細菌群や原生動物の生存を著し
く阻害するため、処理能力の低下につながり、汚染増加の悪循環を生み出すこととなる。
また、下水処理の最終工程では塩素系殺菌剤が多用されるため、生態系に与える影響は深
刻なものとなっている。
【０００３】
界面活性剤などを含む家庭雑排水が処理場の処理能力を低下させ、塩素系殺菌剤などを用
いられていることを考えると、下水処理場等の中間処理工程のみでは汚染の根本解決には
繋がらないといえる。
【０００４】
上記問題が鬱積したことで、近年では河川や海洋汚染が深刻化し、莫大な費用を投じて回
収を行っている。しかしながら、これらの問題は一向に改善される気配がなく、ますます
深刻化するばかりである。このようなことから自然の微生物によって分解される石鹸が注
目され、廃油石鹸等を中心に住民運動が進められているが石鹸も鹸化率が低く洗浄力が十
分でない場合は使用量の増大にともなって水質を汚染することが明らかとなっている。
【特許文献１】特開２００２－２２６８９３
【特許文献２】特開２００２－１２８６８３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、油脂の鹸化率を高め洗浄力を強化し使用する石鹸の量を減らし、このような汚
水による汚染プロセスを根源で断つことを目的とする。すなわち、水質浄化に効果のある
有用微生物を添加し、ＥＭ・Ｘセラミックスパウダーを触媒的に使用し鹸化率を高めた石
鹸を製造することを特徴とする。本発明では、有用微生物として嫌気性有用微生物の中で
も乳酸菌群、酵母群、光合成細菌群を主体とする有用微生物群（ＥＭ：株式会社ＥＭ研究
機構の商標）と、有用微生物群（ＥＭ）が産生する抗酸化物質の濃縮液（ＥＭ・Ｘ：熱帯
資源植物研究所製、株式会社ＥＭ研究機構の商標）とＥＭを粘土に混和して熟成したあと
８００～１２００℃で焼成したセラミックスパウダー（ＥＭ・Ｘセラミックス：ＥＭ総合
ネット・アムロン社製）を洗浄剤の製造時に添加することで鹸化率を高め、洗浄剤に微生
物の機能性や有効成分を含有せしめ、洗浄後の水質浄化資材としての効果を発現させるこ
とを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明において、環境の浄化プロセスのスターターの役割を担う有機体として、微生物を
選択し、中でも通性嫌気性の乳酸菌群、酵母群、光合成細菌群を主たる構成とする有用微
生物群（ＥＭ）を石鹸の製造プロセスに導入することを特徴とする。本発明では、特に石
鹸の製造プロセスの中でも鹸化プロセスの前後に導入することで、本発明より得られた処
理物が良性微生物の基質、もしくは微生物資材として環境浄化効果を発現する。
【０００７】
通常であれば、環境中に放出された有機物は、浄化槽や下水処理場などの人工的な浄化プ
ロセスや自浄作用により分解がスタートすることとなるが、本発明の処理物を活用するこ
とで、使用直後より良性微生物の増殖を促進し、同処理物や洗浄時に排出される汚水を栄
養として利用する悪性微生物が繁殖する余地を与えないものとなる。
【０００８】
また、本発明では通性嫌気性の有用微生物群を活用することとなる。元来、環境浄化技術
としては、好気性微生物を用いることが多く、特開２００２－２２６８９３に示されると
ころのBacillus属はその代表とも言える存在である。生態系を構成する微生物は大きくは
２種類に分類され、一方は好気性微生物であり、他方が嫌気性微生物である。地球上の大
部分は好気性生物が占めており、嫌気性微生物の位置するところは非常に少ないといわれ
ている。嫌気性についても絶対嫌気性菌と通性嫌気性菌とに分類され、絶対嫌気性菌とは
、酸素共存下では生育できず、通性嫌気性菌とは酸素感受性ではあるが、酸素存在下でも
生育可能な代謝系を持つ微生物群である。本発明で使用する有用微生物群は、嫌気性菌の
中でも後者の菌群であり、酸素共存下でも活動する。
【０００９】
上記通性嫌気性菌の好気環境下における役割は次のようである。すなわち、好気環境下で
の活動主体となるのは、好気性菌であるが、そのバックグラウンドでは必ずといっていい
ほど、通性嫌気性菌が協働している。また、通性嫌気性菌は環境適応性が広いことや独立
栄養性を示すものが多く、増殖速度は好気性菌には及ばないものの、環境要因に左右され
ずに増殖できるという特性がある。さらには、好気性菌では実現し得ない難分解性物質の
分解に寄与する微生物も数多く確認されており、特に環境浄化には必須のファクターとい
える。
【００１０】
そこで環境浄化を容易に行うために、通性嫌気性菌である乳酸菌や酵母、光合成細菌を主
とする有用微生物群（ＥＭ）が広く活用されてきたが、本発明では、請求項１に示すよう
にこのＥＭとＥＭ・Ｘセラミックスパウダーを洗浄剤に配合することで、油脂の鹸化率と
洗浄力を高め洗剤の使用量を減らすとともにこれら微生物の機能性や有効成分を含有し、
環境負荷が少ない事を特徴とする洗浄剤が実現できる。
【００１１】
すなわち、本発明により得られた洗浄剤を環境中に放出した際には、石鹸中に含まれる有
用微生物が、洗浄過程で排出された汚水を初期の段階から栄養として増殖するのはもちろ
んのこと、通常の洗剤には含まれていない有効成分により、本石鹸を栄養と出来る微生物
の種類が増え、石鹸自身の分解促進にも貢献する。さらには、増殖した微生物に嫌気性菌
が含まれる場合は、嫌気性菌同士は基本的に共生するという特性から、有機物の分解過程
で様々な酵素が産出され、強いては、対象物以外の物質を分解する共代謝と呼ばれる現象
により、目的以外の環境汚染原因物質分解にも寄与することとなる。
【発明の効果】
【００１２】
以上のように、本発明により得られた処理物は、環境の汚染源としてある汚水を意識せず
浄化源に変えるばかりか、雑菌の繁殖を抑えることで、シンクや風呂場のぬめりの抑制、
悪臭物質発生抑制等の副次的効果も得られる。
【００１３】
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また、本発明からなる洗浄剤には、通性嫌気性菌が有機物の発酵過程で産出した有効成分
を多く含むため、使用者は有効成分の効能を得られるばかりか、良性微生物の活性化能力
に優れるため、環境中の常在微生物が健全化するといった効果も得られる。
【００１４】
一方、有用微生物により発酵処理をされた原料である油脂は、シャンプー等の石鹸以外の
洗浄剤の原料としてや保湿剤としても使用可能であり、応用の範囲は洗浄剤に限るもので
はない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
次に、本発明による有用微生物を添加した洗浄剤とその製造方法の詳細について説明する
。
【００１６】
本発明で言わんとする有用微生物とは、食品加工等に利用されている人間にとって有用な
働きをする微生物の事であり、一般的に安全と認知されている乳酸菌、酵母、光合成細菌
を主として複合培養された微生物群（ＥＭ）である。それらは、有機物の代謝形式として
人間にとって有用な発酵形態を有している。同微生物の普及タイプの代表例としてはＥＭ
・１（株式会社ＥＭ研究機構の商標）があり、本発明では同商品を使用している。また鹸
化率を高めるために触媒として使用するＥＭ・Ｘセラミックスパウダーは市販のＥＭ総合
ネットおよびアムロン社製のものである。
【００１７】
また、本発明による洗浄剤とは主に石鹸を指し、実施例１から３については石鹸の製造プ
ロセスへの導入方法を示すが、基本的には原料として添加することを目的とするため、あ
らゆる洗浄剤に応用できる。ただし、微生物を死滅させるような強烈な界面活性剤を含む
合成洗剤に対しては、本発明で使用する有用微生物が耐性を示したとしても、環境中では
細菌や原生動物等を死滅させることとなるため、水質浄化を期待して有用微生物群やＥＭ
・Ｘセラミックスパウダーを添加することは好ましくない。
【００１８】
次に製造方法の詳細について説明を行う。
【実施例１】
【００１９】
図１は固形石鹸製造方法のフローチャートの一例であるが、乳化工程の前段階でＥＭもし
くはＥＭにより発酵処理した資材やＥＭ・Ｘセラミックスパウダーを添加することとなる
。
【００２０】
この場合、添加した微生物を石鹸中から生菌として計数することが出来ないが、洗浄剤を
活用した後に中に含まれる有効成分が、環境中に存在する有用な常在菌の栄養となり、石
鹸中の有機炭素が速やかに分解されることとなる。
【００２１】
最も簡単な製造方法はＥＭ・１を原料として添加する方法があるが、それ以外にもＥＭに
より発酵処理した資材を用いることも可能である。発酵処理した資材の一例としては、糖
蜜や米のとぎ汁を発酵させた水溶液である。また、各種有機物の抽出物や各種ミネラルを
直接添加することも可能であるが、添加前にEMにより発酵させることで、ＥＭ・１の添加
と同様の効果を得ることが出来る。以上の過程を経ることで、種々の発酵物質を添加する
ことが可能となるが、それらは使用目的に応じて添加物を検討すればよく、あらゆる原料
を発酵処理し、添加するとなると、時間や空間、コストメリットが得られないため現実的
でない。
【００２２】
基本的な製造方法については次のとおりである。すなわち、使用する水全量をＥＭ・１に
置換することで有効な結果を得られるが、費用を考慮した場合は、ＥＭ・１とＥＭ・Ｘセ
ラミックスパウダーを１％添加することで十分な効果を得られる。それ以外の添加物を入
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れる場合も、ＥＭ・１以上の量を添加する必要はない。
【００２３】
ＥＭ・Ｘセラミックスパウダーの添加は触媒作用により鹸化率を高めることを目的とした
ものである。表１は、ＥＭ・Ｘセラミックスパウダーの添加量別の石鹸分生成量を示した
表である。表１に示すように、ＥＭ・Ｘセラミックスパウダーの添加量が多くなるに従い
、石鹸分生成量が多い結果となった。
【表１】

【実施例２】
【００２４】
図２は液状石鹸製造方法の一例である。鹸化後にＥＭ・１やＥＭ・１の二次培養液もしく
は米のとぎ汁のような高栄養水溶液を発酵させた液体を加えることで、液状石鹸を製造す
ることも可能となる。鹸化前の処理は実施例１に従うところである。
【００２５】
表２は、完成した石鹸の中に含まれている微生物数を計数した表である。表２に示すよう
に鹸化後に微生物を添加した場合は、生菌としてカウントすることが可能である。
【表２】

【実施例３】
【００２６】
更に原料を直接発酵させる方法や発酵資材を油脂に添加することで油脂に抗酸化力を付与
する方法がある。具体的には、特開２００２－１２８６８３のような米糠をＥＭで発酵さ
せた資材を用いることとなる。ただし、特開２００２－１２８６８３では好気性菌を使用
していることや、水溶液として活用しているが、本発明では、発酵生成物中の水溶性抗酸
化物質よりも多く存在している疎水性抗酸化物質を油脂中に溶け込ませることが本願であ
る。直接原料を発酵させる場合は、ＥＭ・１を用いることになるが、この場合、グルコー
ス等の単糖類を基質とすることで発酵促進を促すことが出来る。また、基質を加えなくと
も、ＥＭ・１やそれに準じて生成された発酵物質を添加し、４５～９０日程熟成期間を設
けることで、原料を発酵処理することが可能である。
【００２７】
次に、環境浄化効果の詳細について説明を行う。
【実施例４】
【００２８】
本発明からなる処理物を、底部に土を敷き詰めて水道水で満たされた水槽に添加した。表
３は、それぞれの添加資材を添加した後の濁度の変化を時間軸で追った表である。表３に
示すように、合成洗剤やＥＭを添加していない石鹸と比較して、本発明品を添加した水槽
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【表３】

【産業上の利用可能性】
【００２９】
以上のように、本発明によると、石鹸の製造過程において有用微生物群とＥＭ・Ｘセラミ
ックスパウダーを添加することによって、油脂の鹸化率を高めると同時に洗浄力を強化し
、しかも洗浄後の汚水に有用微生物が増殖し汚水を浄化可能となるため、地球環境の浄化
に貢献できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明による固形石鹸の製造方法のフローチャートである。
【図２】本発明による液状石鹸の製造方法のフローチャートである。

【図１】

【図２】
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              特開２００２－２２６８９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１９６２６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２５２０８６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ１１Ｄ　１／００－１７／０８　　　
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